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議案第 ８８ 号  

 

周南市支所設置条例及び周南市市民センター条例の一部を改正する条例 

制定について 

 

周南市支所設置条例及び周南市市民センター条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

 

令和２年９月１日 提出 

 

周南市長  藤  井  律  子        

 

周南市支所設置条例及び周南市市民センター条例の一部を改正する条例 

（周南市支所設置条例の一部改正） 

第１条 周南市支所設置条例（平成15年周南市条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

別表中 

 「 

周南市長穂支所 周南市大字長穂885番地 

                             」 

 を 

 「 

周南市長穂支所 周南市大字長穂1691番地 

                             」 

 に改める。 

（周南市市民センター条例の一部改正） 

第２条 周南市市民センター条例（平成29年周南市条例第34号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第１中 

「 

周南市遠石市民センター 周南市大字徳山10591番地の３ 

                                 」 
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 を 

「 

周南市遠石市民センター 周南市若草町６番33号 

                                 」 

に、 

「 

周南市長穂市民センター 周南市大字長穂885番地 

                                 」 

 を 

「 

周南市長穂市民センター 周南市大字長穂1691番地 

                                 」 

に改める。 

別表第２の１ 周南市市民センター使用料（周南市大道理市民センター、周

南市須々万市民センター別館及び周南市須金市民センターを除く。）の表中

「及び周南市須金市民センター」を「、周南市須金市民センター、周南市遠石

市民センター及び周南市長穂市民センター」に改め、同表の３ 周南市須々万

市民センター別館及び周南市須金市民センター使用料の表の次に次の２表を加

える。 

４ 周南市遠石市民センター使用料 

施設 １時間につき 

小会議室 89円 

中会議室 178円 

大会議室Ａ 

270円 

大会議室Ｂ 

和室 142円 

調理室 361円 

５ 周南市長穂市民センター使用料 
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施設 １時間につき 

小会議室 135円 

大会議室 329円 

調理室 363円 

別表第２備考２中「周南市大道理市民センター」の次に「、周南市遠石市民

センター及び周南市長穂市民センター」を加える。 

別表第３の１ 周南市市民センター冷暖房使用料（周南市大道理市民センタ

ー、周南市須々万市民センター別館及び周南市須金市民センターを除く。）の

表中「及び周南市須金市民センター」を「、周南市須金市民センター、周南市

遠石市民センター及び周南市長穂市民センター」に改め、同表の３ 周南市

須々万市民センター別館及び周南市須金市民センター冷暖房使用料の表の次に

次の２表を加える。 

４ 周南市遠石市民センター冷暖房使用料 

施設 １時間につき 

小会議室 26円 

中会議室 52円 

大会議室Ａ 

79円 

大会議室Ｂ 

和室 42円 

調理室 67円 

５ 周南市長穂市民センター冷暖房使用料 

施設 １時間につき 

小会議室 40円 

大会議室 97円 
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調理室 67円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の周南市市民センター条例の規定による周南市遠石市

民センター及び周南市長穂市民センターの使用の許可申請の受付その他必要な

準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 
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（参  考）  

周南市支所設置条例新旧対照表（第１条の改正）  

現行  改正案  

別表（第２条関係）  別表（第２条関係）  

支所の名称  支所の位置  支所の所管区域  

（略）  

周南市長穂支所  周南市大字長穂 885番地  
周 南 市 大 字 長

穂、莇地  

（略）  
 

支所の名称  支所の位置  支所の所管区域  

（略）  

周南市長穂支所  周南市大字長穂 1691番地  
周 南 市 大 字 長

穂、莇地  

（略）  
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周南市市民センター条例新旧対照表（第２条の改正）  

現行  改正案  

別表第１（第２条関係）  別表第１（第２条関係）  

名称  位置  

（略）  

周南市遠石市民センター  周南市大字徳山 10591番地の３  

（略）  

周南市長穂市民センター  周南市大字長穂 885番地  

（略）  
 

名称  位置  

（略）  

周南市遠石市民センター  周南市若草町６番 33号  

（略）  

周南市長穂市民センター  周南市大字長穂 1691番地  

（略）  
 

別表第２（第９条関係）  別表第２（第９条関係）  

１  周 南 市 市 民 セ ン タ ー 使 用 料 （ 周 南 市 大 道 理 市 民 セ ン タ

ー、周南市須々万市民センター別館及び周南市須金市民セ

ンターを除く。）  

１  周 南 市 市 民 セ ン タ ー 使 用 料 （ 周 南 市 大 道 理 市 民 セ ン タ

ー、周南市須々万市民センター別館、周南市須金市民セン

ター、周南市遠石市民センター及び周南市長穂市民センタ

ーを除く。）  

（略）  
 

（略）  
 

２・３  （略）  ２・３  （略）  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ４  周南市遠石市民センター使用料  

 
施設  １時間につき  
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現行  改正案  

小会議室  89円  

中会議室  178円  

大会議室Ａ  

270円  

大会議室Ｂ  

和室  142円  

調理室  361円  
 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ５  周南市長穂市民センター使用料  

 
施設  １時間につき  

小会議室  135円  

大会議室  329円  

調理室  363円  
 

備考  備考  

１  （略）  １  （略）  

２  周南市大道理市民センター使用料は、使用する時間に

この表に定める１時間単価を乗じて得た額とする。この

場合において、１時間未満の時間は１時間とみなす。  

２  周南市大道理市民センター、周南市遠石市民センター

及び周南市長穂市民センター使用料は、使用する時間に

この表に定める１時間単価を乗じて得た額とする。この

場合において、１時間未満の時間は１時間とみなす。  
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現行  改正案  

別表第３（第９条関係）  別表第３（第９条関係）  

１  周南市市民センター冷暖房使用料（周南市大道理市民セ

ンター、周南市須々万市民センター別館 及び周南市須金市

民センターを除く。）  

１  周南市市民センター冷暖房使用料（周南市大道理市民セ

ンター、周南市須々万市民センター別館 、周南市須金市民

センター、周南市遠石市民センター及び周南市長穂市民セ

ンターを除く。）  

（略）  
 

（略）  
 

２・３  （略）  ２・３  （略）  

 ４  周南市遠石市民センター冷暖房使用料  

 
施設  １時間につき  

小会議室  26円  

中会議室  52円  

大会議室Ａ  

79円  

大会議室Ｂ  

和室  42円  

調理室  67円  
 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ５  周南市長穂市民センター冷暖房使用料  

 
施設  １時間につき  
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現行  改正案  

小会議室  40円  

大会議室  97円  

調理室  67円  
 

備考  （略）  備考  （略）  

 


